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資料1
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資料3

司法修習生考試結果集計表

成績
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有効
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者数
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良

人員 割合

可

人員 割合

不可

人員 割合

民事裁判 1579 485 30.72％ 615 38.95％ 475 30.08％ 4 0.25％

刑事裁判 1579 483 30.59% 633 40.09% 462 29.26％ 1 0.06％

検 察 1579 499 31.60％ 621 39.33％ 454 28.75％ 5 0.32％

民事弁護 1579 462 29.26％ 656 41.55％ 456 28.88％ 5 0.32％

刑事弁護 1579 521 33.00％ 652 41.29％ 405 25.65％ 1 0.06％



資料4

司法修習生修習成績集計表

(再受験者の修習成績を含む）
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平成28年度(第70期)司法修習生考試不可取得者個人別成績表
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資料6

司法修習生考試実施要領

（平成12年7月12日司法修習生考試委員会可決）
（平成14年7月10日司法修習生考試委員会可決）
（平成18年9月28日司法修習生考試委員会可決）
（平成27年12月15日司法修習生考試委員会可決）

1 考試の対象者

考試を実施する年度において裁判所法第67条第1項の試験を受けることがで

きる者

2考試の方法

（1）科目

民事裁判，民事弁護，刑事裁判，刑事弁護，検察の5科目とする。

（2） 内容

訴訟記録に基づき，裁判，検察及び弁護の立場から種々の問題を提出して答

案作成を求める。

（3） 資料の貸与

委員長の定めるところにより，答案作成のための参考資料を貸与する。

（4） 問題作成及び答案審査担当者

司法修習生考試委員会委員及び考査委員のうち，委員長の指名した者とし，

各科目ごとの問題作成及び答案審査担当者の人数等は，委員長の定めるところ

による。

（5）考試の時間

各科目6時間30分とする。

なお，考試時間以外に昼食時間を1時間設け， この時間中の答案作成を認め

る。

（6）考試の期日及び場所

委員長の定めるところによる。

3採点基準



（1）採点の段階

優，良，可及び不可の4段階とし，可以上を合格，不可を不合格とする。

（2）採点の方法

各科目ごとに当該答案審査担当者の合議により採点する。

4合否の決定

司法修習生に関する規則第16条の定めに従い，司法研修所長が報告した修習

成績と考試の結果により， 当委員会において決定する。

5不正行為

（1） 不正行為

当委員会が別に定める基準に該当する行為を不正行為とする。

（2） 不正行為の制止

試験官又は係員は，不正行為を行った者に対し，それを制止することができ

る。

(3)応試中止の措置

幹事は，不正行為を行った者の応試を直ちに中止させなければ，考試の公正

が確保できないと認めるときは，その者につき， 当該考試日における応試を中

止させることができる。

（4） 不正行為者の考試結果の効力

不正行為を行った者の考試結果の効力は，当委員会が決定する。

6 その他

1から5までに定めるもののほか,考試の実施に必要な事項は委員長が定める。



資料7

、 司法修習生考試実施要領（改定案）

（平成12年7月12日司法修習生考試委員会可決）
（平成14年7月10日司法修習生考試委員会可決）
（平成18年9月28日司法修習生考試委員会可決）
（平成27年12月15日司法修習生考試委員会可決）

1 考試の対象者

考試を実施する年度において裁判所法第67条第1項の試験を受けることがで

きる者

2考試の方法

（1） 科目

民事裁判，民事弁護，刑事裁判，刑事弁護，検察の5科目とする。

（2） 内容

訴訟記録に基づき，裁判，検察及び弁護の立場から種々の問題を提出して答

案作成を求める。

（3） 資料の貸与

委員長の定めるところにより，答案作成のための参考資料を貸与する。

（4） 問題作成及び答案審査担当者

司法修習生考試委員会委員及び考査委員から,_の-う-ち一委員長』塾_亘三_皇ﾑﾆ

の指名した者と

ー

(5) 考試の時間

各科目6時間30分とする。

なお，考試時間以外に昼食時間を1時間設け， この時間中の答案作成を認め

る。

（6） 考試の期日及び場所

委員長の定めるところによる。

3採点基準

1



（1）採点の段階

優，良，可及び不可の4段階とし，可以上を合格，不可を不合格とする。

（2）採点の方法

各科目ごとに当該答案審査担当者の合議により採点する。

4合否の決定

司法修習生に関する規則第16条の定めに従い，司法研修所長が報告した修習

成績と考試の結果により， 当委員会において決定する。

5 不正行為

（1） 不正行為

当委員会が別に定める基準に該当する行為を不正行為とする。

（2） 不正行為の制止

試験官又は係員は，不正行為を行った者に対し，それを制止することができ

る。

(3)応試中止の措置

幹事は，不正行為を行った者の応試を直ちに中止させなければ，考試の公正

が確保できないと認めるときは，その者につき， 当該考試日における応試を中

止させることができる。

（4） 不正行為者の考試結果の効力

不正行為を行った者の考試結果の効力は， 当委員会が決定する。

6 その他

1から5までに定めるもののほか,考試の実施に必要な事項は委員長が定める。

'



資料8

考試において不可の科目又は欠席があった者の取扱いについて

（平成18年9月28日司法修習生考試委員会可決）

司法修習生の考試において不可の科目又は欠席があった者については，下記のと

おり取り扱うゾニととする。

記

1 受験した考試において不可の科目又は欠席があった者については， 当該受験し

た考試（以下「当期考試」 という｡）を不合格とする。

2 1により， 当期考試を不合格とされた者は，次回以降の司法修習生考試（以下

「次回考試」 という｡）を受験することができる。

3 2により，次回考試を受験する者は，同考試において実施されるすべての科目

を受験しなければならない。

ただし，当期考試において，病気，その他やむを得ないと認める事情により，

同考試の一部を欠席するなどした者に対し，同考試において既に受験した科目に

ついて，次回考試において受験を要しないものとすることができる。



資料9

平成28年度（第70期）司法修習生考試応試心得

司法修習生考試委員会

応試者は，事前にこの応試心得を熟読し，記載されている事項について最高裁判所

及び司法研修所事務局に照会することのないよう注意すること。

第1 考試日程

1 日時及び考試科目（全科目受験する。 ）

昼食時間

12時から13時までの1時間

なお，昼食時間中の答案作成を認める。

2

3会場
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実施年月 日 考試科目 着席時刻 考 試 時 間

平成29年11月17日 （金）

〃 11月20日 （月）

〃 11月21日 （火）

〃 11月22日 （水）

〃 11月24日 （金）

刑事裁判

検 察

民事弁護

民事裁判

刑事弁護

9時45分

9時45分

9時45分

9時45分

9時45分

10時20分から12時まで

及び

13時から17時50分まで

の6時間30分

実務修習地が大阪，京都，神戸，奈良，

大津及び和歌山以外の司法修習生

再受験希望者

司法研修所

実務修習地が大阪，京都，神戸，奈良，

大津及び和歌山である司法修習生

新梅田研修センター

大阪市福島区福島6丁目22番20号



第2重要事項

答案は，試験監督者による考賦時間終了宣言時に，答案用紙等

の一番上に答案表紙を重ねた上，綴りひもで散逸しないよう結ぶ

ことまで完了しているもののみ有効なものとして回収する。

考賦時間終了宣貫後の答案用紙等の綴り込み，綴り直し，挟み

込み等は，一切認めない。

第3不正行為

次に掲げる行為は不正行為とみなす。

不正行為を行った者については，当該考試日における応試の中止や，答案を無効とする

ことがある。

1 他の応試者の答案を閲読し，又は故意に他の応試者に同様の閲読をさせること

2 口頭又はメモで他者から答案作成の参考となる情報を得，又は他の応試者にそのよう

な情報を与えること

3携帯電話PHS, タブレット型パソコン，ウェアラブル端末等の通信機器を用いて，

答案作成の参考となる情報を得，又は他の応試者にそのような情報を与えること‘

4当該行為を禁止し，当該行為を行った場合は不正行為とみなす旨の事前の告知があっ

たにもかかわらず，以下の(1)ないし(3)の行為を行うこと

（1）応試者相互で餓話をすること

（2）携帯電話, PHS, タブレット型パソコン，ウエアラブル端末等の通信機器を所持

すること

（3）貸与されたもの以外の資料や書籍を閲読し，又は故意に他の応試者に同様の閲読を

させること

5以下の(1)ないし(4)の行為を行い，試験官又は係員が当該行為を中止するよう警告を

与えても直ちに当該行為を中止しないこと

（1）所定の試験時間終了後も答案を作成すること

（2）所定の試験時間中に所定の筆記用具以外の私物を使用すること

（3）許可を受けずにエレベーターを使用すること

（4）立ち入り禁止場所へ立ち入ること

6 1ないし5に類する行為で，考試の公正を害するおそれのある行為を行うこと
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第4持参する物
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1 受験票

2筆記用具等

考試時間中，机上に置いて使用できる私物は以下のとおり
(鞠の中にあるものを取り出す場合は，必ず挙手の上，試験室係員に申し出る。 ）

ざ.⑲ざ.､や‘4．：
｡
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U U
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D J
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黒インクのペン

(ボールペン，サインペン及び万年筆を含む。 ）

※インクがプラスチック製消しゴム等で消せるペン

は使用不可

｡ペン類（黒以外のペンやマーカーも可）

･鉛筆，色鉛筆

･消しゴム，宗規

時計機能のみ使用できる。

※あらかじめ，アラーム機能は切っておく。

※ストップウオッチ及び時計のストップウオッチ機
能・タイマー機能は使用不可

･防寒具， カイロ

･薬（注射により摂取するものを除く。 ）

･冷却シート，湿布（体に貼り付けるもので，匂いが他
の応試者の迷惑にならないもの）

・リップクリーム，ハンドクリーム（匂いが他の応試者

の迷惑にならないもの）

･クッション，座布団腰当て

･スリッパ ， マスク，指サック，手首サポーター

･ハンカチ， ミニタオル

･ティッシュペーパー， ウエットティッシュ

･耳栓（係員等の指示が聞こえるよう留意すること。 ）

･拡大鏡（虫眼鏡）

・上記以外の一切の私物の使用を禁止する。
※筆箱

扇子，

，電子辞書，修正液，下敷き，私物の付菱， クリッ

うちわ，手袋等の使用も認めない。

プ，ステープラ，

※これらの私物を持参した場合は，着席時刻までに全て鞄の中にしまう。

●通信機器等（携帯電話, PHS 、 タブレット型パソコン， ウェアラブル端末等

の通信機能を有する電子機器）については，試験室への持込みを禁止する。

※通信機器等を持参した場合は，各試験室係員が預かるのでその指示に従う。

3昼食等

擬嬢； 各考試日とも持参すること。昼食のために外出することはできない。

能

可 ’

ペットボトル，水筒等の開栓後に再度の密閉が可能な飲物

あめ，ガム，栄菱調整食品等の簡易に摂取可能で，匂いや音等が

他の応試者の迷惑にならない食品

蓋付きでない缶飲料，チルドカップ，紙パック等の闘封鍵皇鐙盟

で蛍ない飲物



第5応賦要領

1 試験室

会場ごとの考試試験室配置図（8ページ及び11ページ）のとおり

2着席場所

別途配布する考試受験票記載のとおり

3貸与資料

考試の全科目において， 『デイリー六法平成29年版（三省堂発行） 』を貸与する。

4試験室への入室等

会場ごとの注意事項（7ページ及び9ページ）記載のとおり

5考試期間中の注意事項

（1）応試者は，考試期間中，会場ごとの考試試験室配置図（8ページ及び1 1ページ）

で示した場所のほか，立入禁止と表示された区域に立ち入ってはならない。また，締

め切られた出入口及び利用が禁止された階段を通行してはならない。

（2）応試者は，考試期間中，エレベーターを使用してはならない（特例措置（第6参照）

が認められた者を除く。 ） 。

6考試時間中（着席時刻から退出の指示があるまでの間）の注意事項

（1）試験室の内外を問わず，応試者相互の談話を一切禁止する。 トイレや喫煙場所で声

を掛け合うなどの行為も絶対にしないこと。

（2）貸与されたもの以外の資料や害掩を閲読し，又はそれらを故意に他の応試者に閲読

させてはならない。

（3）試験室係員に無断で試験室から退出してはならない。

※ トイレや，喫煙許可（第6参照）を受けた者が喫煙のために途中退出する場合も，

挙手し，試験室係員に申し出た上で退出すること。

（4）昼食等のための外出並びに会場内の食堂，売店及び自動販売機の使用は禁止する。

（5） 自席以外での飲食は禁止する。昼食のほか，持込みが認められた飲物等についても

同様である。

7着席時刻から考試開始までの注意事項

（1）着席時刻は，必ず遵守する。遅刻した場合は, ､当日の考試に応試させないことがあ

るから十分注意すること。

（2）着席時刻になると，試験監督者から応試に当たっての注意事項を説明するので，特

段の事情がない限り，試験室からの退出を認めない。

（3）注意事項の説明中に，試験室係員が，答案表紙，答案用紙草稿用紙，考試記録，
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デイリー六法及び付築（2色）を配布するが，試験監督者から指示があるまで答案表

紙等に触れたり記入したりしてはならない。

（4）問題用紙配布後，考試開始の合図があるまで，問題用紙に触れてはならない。

8答案作成に関する注意事項

（1）配布した問題，考試記録，デイリー六法等を試験室外に持ち出さない。

（2）配布した問題及び考試記録には書き込みをしてもよいが，デイリー六法は一切の書

き込み等を禁止する。

（3）答案は，特に指示のあった場合を除き， 1行おきに記載する。

（4）答案のページ数は，全ての答案用紙のページ数記入欄に，通し番号で記載するb

（5）不正行為の誤解を受けないよう，配布した問題，答案用紙及び使用が認められた筆

記用具等は，各自の机上に置くこととし，机の中にしまったり，机脇の通路上や鞄の

上に置いたりしてはならない。

※デイリー六法のケースは，机の中又は下に置くよう指示されるので，従うこと。

（6）答案用紙，草稿用紙及び付簔が不足した場合は，試験室係員に申し出ること。

（7）答案表紙及び答案用紙に，使用が認められたもの以外の筆記用具で記載し，又は指

示された以外の箇所に必要事項以外の記載（応試者の氏名等）をした場合，答案が無

効とされることがある。

（8）途中退出を認める旨の告知があった後は，考試終了時刻前に答案を提出することが

できる。途中退出を希望する場合には，随時試験室係員に申し出て，その指示に従い，

答案，記録等配布したものを全部所定の場所に提出した上で，退出する。

ただし，考試終了時刻15分前以降は，答案の提出を認めない。

9考試終了時に関する注意事項

（1）考試終了の合図があったら，直ちに答案作成をやめる。考試時間終了宣言後の答案

作成（ページ数等の記戯，綴り込み，綴り直し，挟み込み等を含む。 ）は，一切禁止

する。

（2）第2 「重要事項jに記載したとおり，答案は，試験監督者による考試時間終了宣言

時に，答案用紙等の一番上に答案表紙を重ねた上，綴りひもで散逸しないよう結ぶこ

とまで完了しているもののみ有効なものとして回収する。考試時間終了宣言後の答案

用紙等の綴り込み，綴り直し，挟み込み等は，一切認めない。

（3）考試終了後は，試験室係員の指示に従い，答案，考試記録等配布したものを全部提

出する。試験監督者が全員の答案等を回収し，退出の指示をするまで自席で待機する。
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10試験室からの退出等

会場ごとの注意事項（7ページ及び9ページ）記載のとおり

なお，途中退出した場合も同様である。

1 1 その他の注意事項

（1）応試に当たっては， この応試心得によるほか，試験監督者等の指示に従う。

（2）考試期間中は，試験室への物品の搬入等を行う係員の進路を妨げない。

（3）考試期間中に気分が悪くなった場合には，係員に申し出てその指示に従う。

（4）各考試日とも軽装（常識の範囲内の服装。例えば，上着及びネクタイを外すこと等）

で受験して差し支えない。

（5）病気又は事故により，応試できなくなった場合や，着席時刻に遅れる又はそのおそ

れがある場合等は，速やかに司法修習生考試委員会庶務担当に届け出る。

（6）連絡先は，会場ごとの注意事項（7ページ及び9ページ）記載のとおり

考試期間中の家族等との緊急の連絡については，考試事務室において取り次ぐ。

第6考賦における特例措置及び喫煙の届出について

考試期間中の特例措置及び着席時刻から退出指示があるまでの問の喫煙については，別

途配布される「平成28年度（第70期）司法修習生考試における受験票配布及び特例措

置について（事務連絡） 」を参照する。

なお，喫煙場所は，司法研修所は西館3階テラス又は西館1階中庭出入口付近，新梅田

研修センターは外階段の2階と3階の間の踊り場である（会場ごとの考試試験室配置図参

照） 。

第7考試不合格の場合の手続について

1考試不合格となった場合，裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第

2号により罷免となる。

2考試再受験のための再採用については，以下の運用を前提として取り扱われる。

「考試は，原則として，連続して3回まで受験することができる。

ただし，病気その他やむを得ないと認められる事情により，考試の全部又は一部

を受験することができなかった場合には，当該考試については，受験回数として数

えないものとすることができる。 」
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注意事項（司法研修所）

1 中講堂は考試事務室とするので，その付近では立ち止まらず，速やかに通行すること。

2試験室への入室等

3試験室からの退出等

各試験室から西館の階段を利用して1階に降り，速やかに退出する。 1階ロビー等に

とどまらずに，静かに西館から退出すること。

※2～4階の連絡通路を通って西館から退出することはできない。

4欠席・遅刻する場合等の連絡先
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登庁時刻 8時30分以降

西館への入場経路
西館東側玄関又は1階連絡通路から入場する。

2～4階の連絡通路を通って入場することはできない。

／

待機場所

大講堂（座席は前から順番に詰めて座ること。飲食禁止）

大講堂前ホワイエ

大講堂脇の通路

西館エレベーター前の階段

2～4階のエレベーター前ホール又はラウンジ

※西館エレベーター前の階段以外の階段を使用することはで

きない。

※試験室準備のため，試験室への入室及び試験室前廊下での

待機は認めない。

試験室への
入室可能時刻

9時30分

西館の階段を利用して各試験室に入室すること。

※9時30分以降は全ての階段を利用できる。

※9時45分以降はラウンジ及び個人用ロッカー設置場所へ

の立入りを禁止する。

着席時刻
9時45分

※遅刻した場合，当日の考賦に応賦させないことがある。

考試期間前
最高裁判所事務総局人事局任用課試験係

03 (3264) 8111 (内線■■■■■■ ）

考試期間中
司法研修所内考試事務室

■■■■■■■■



(司法研修所西館）考賦賦験室配置図

函副使用禁止ラウンジ毒試時間中

吟立入錆止

鋪18中敬室

第34

賦験室

"17中痙

第32

賦験室

着席番号
1海1～1260

鮒19中教盆

篤36
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女
子
洗
面
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EV

図考函間中
立入諸止

考賦時間中

I立入銃止『跡
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i立入禁止『筋 17教謹節18敬室

第35賦験室

19教室

第37賦験室

第20敏室

第39賦験室

鋪21敏室

第40試験室

節22教室

第41賦験室 露33試験室

着席番号

L 1関1～ 13”践鱈室麟話室

宥斌時間中

所面洗子男

筋16

函
副使用莱止

ラウン堂

第11中牧童

"20

賦験室

着席番号

771－800

鰯12中敏室

第22

賦験室

藩席番号

851～880

節13中敬宙

第24

賦験室

藩席番号

931～960

第M中敬室・

第26

賦験室

着席番号

1011～1“0

鋼16中敦室

第28

賦験室

着席番号

1091～1120

中敬室

第30

壁駿室

着席番号

1171～1卸

立入鏥止

劃鋤騰
立入禁止

考賦時間中

i立入禁止『禰
考賦時間中

I立入然止I
考賦時間中
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着席番号

b 801～850

節23賦験室

藩席番号
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喫煙場所

第25賦験室

潜席番号

L 961～Iolo

第27賦験室

着席番号
1“1～10”ノ

第29賦珍密

着席番号

‘ 1121～1170

第31鰔唾室

着席番号

1201～1西0 ノ
践鱈窓賎鱈索埜謡索

考賦蹄間中

所面洗子男

鰯10

函
EV使用禁止

ラウZ雲

節5中教室

第8

賦験室

差席番号
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跡6中軟室
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試験室

着席番号

371～400

前7中敬窓

第12

賦験室

藩席番号
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鋪8中敬室

第14

賦験室

着席番号

531～560

中敏遜

露18

賦験室

着席番号

691～720

鯖9中敬宝

第16

賦験室

着席番号

611～640

立入穣止

剴擬
考賦時間中

I立入恭止I鰯
考賦時間中

I立入狭止「筋
考試時間中

I立入禁止I節 5教金鋪6教室7敬窓鋪8“9敬室"10教塞

第9賦験室

着席番号

‘ 321～370

中鱒堂上部 第． 11賦験室

着席番号

401～450/

第13賦験室

着席番号

L 481～630

第15賦験室

着席番号

561～610 /

第19賦験室

着席番号

721～770/

"17賦験室

着席番号

L 641～690
談謡室麟贈室竣鱈室

Ｎ
Ｌ
Ｔ
ｌ
ｌ
Ｔ
Ｉ
Ｉ

女子洗而所

ホ
ワ
イ
エ 函舞

台 大購堂

考戯時間中立入掘止
一－

洗面所
■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■

考試時間中
立入恭止 EV使用禁止喫煙珊所考賦鱒問中

駝冒珊駕

所面洗子男

露4中教室

第6

賦験室

着席番号

211～240

第4教室

▼

’
考賦時間中
立入禁止

筋1中数窓

鰯42

賦験室

審驚窓 ｜鰯．男子
鰯2中教窓

露2

賦験室

着席番号

51～80

鰯2中教窓

露2

爾3中教症

第4

賦験室

着席番号

131～160 鑑沈面所考賦時間中

立入禁止

考賦時間中立入穣止考賦時間中

I立入錆止I雨 1敬宝第2教趨鋪3敏遜

企画第二繰

鯛壷係 企画係

第1賦験室

着席番号

上 1～50

第3試験室

着席番号

81～130ノ

第5賦験室

蒼席番号

h l61～210

第7賦験室

着席番号

241～290 ノ 銭遜室践涯霊

※木図中の「毒拭時間中』は． 『藩席時刻から退出の把示があるまで』の怠味

※賦験室は，当日．会増で砿配すること．

－8/11－



【実務條習地が大阪，京都，神戸，奈良，大津及び和歌山である司法修習生］

注意事項（新梅田研修センター）

所在地・電話番号

〒553-0003大阪市福島区福島6丁目22番20号

06 (4796) 3371

※アクセス案内以外の問い合わせには応じることはできない。考試に関する問い合わ

せ及び連絡は， 6の連絡先に電話をかけること。

※試験室の下見にも応じることはできない。

1

2考試期間中, JR大阪駅と新梅田研修センターとの間の無料直通シヤトルバスを利用して

はならない。

3 4階404ホールは考試事務室とするので，その付近には近付かないこと。

4試験室への入室等

5試験室からの退出等

各試験室から階段を利用して1階に降り，速やかに建物から退出する。

※会場付近は住宅街であるから，退出後に会場及びその周辺にとどまって近隣に迷惑

を掛けることがないよう，速やかに解散すること。

6欠席・遅刻する場合等の連絡先
》

－9/11－

会場入場時刻 8時30分以降

待機場所

1階ロビー

2～4階の各試験室前廊下

※試験室準備のため，試験室への入室は認めない。

試験室への
入室可能時刻

9時30分

着席時刻
9時45分

※遅刻した増合，当日の考賦に応試させないことがある。

考試期間前
最高裁判所事務総局人事局任用課試験係

03 (3264) 8111 (内線■■ﾛ■■■ ）

考試期間中
新梅田研修センター内考試事務室

■■■■■■■■■



新梅田研修センターへのアクセス

●JR大阪駅（桜橋口）から徒歩約12分

●JR環状線福島駅から徒歩約7分

◆参考（新梅田研修センターへのアクセスについて）

URL:http://wwW.temmacenter.com/shin_umeda/access/index.html

－10/11－



考試試験室配置図（新梅田研修センター）

E画

E画匡画
303ホール

第4賦験室
i404ホ誉ル

〉
窒
鮒
溌

一
蕊雲藩席番号

2221～2270
<外階段の2階と

3階の間の踊り渦）

寺試時間中

立入務止、

考拭時間中

立入紫止
考戯時間中

立入無止
１
千
唾

９
噸
．

棚＃ 41賑WC 405ホール

第5賦験室

305ホール

第3賦験室

4

熟
4

熟
司

引
蔚庶番号
2271～2320

着席番号

2171～2220

副使用穣止国使用砺止

[三重］四
グランドホール

第2賦験室
レストラン

立入誘止

考設時閣中

立入禁止、
着席番号
2081～2170考試時間中

立入錆止、

考杖時閲中
立入裁止

考杖時閥中

立入無止 白
子
鞭柵 205ホール

第1試験室

一

4

瓢、之陞型
ロ津

日/使用鷲 剣
WC

園
園

着席番号

2001～2080

『席謹号

1m～9nRr
奉唾

出入口

副使用議止

※｢考試時間中｣は, 「着席時刻から退出の指示があるまで｣の意味

※喫煙場所(外階段の2階と3階の間の踊り場)は,喫煙を許可された者以外,考試時間中立入禁止

※試験室は,当日,会場で確認すること｡

－11/11－
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資料10

司法修習生考試委員会規則

昭和二十四年三月八日考試委員会可決制定

一部改正昭和二十六年十月二十六日考試委員会可決

第一条司法修習生考試委員会（以下委員会という。 ）に関しては、司法修習生に関

する規則（昭和二十三年最高裁判所規則第十五号）に定めるものの外、 この規則の

定めるところによる。

第二条委員会は、委員長が、 これを招集する。

委員長は、会議の議長となり、識事を整理する。

第三条委員会の会議は、秘密とする。

第四条委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない｡、

委員会の議事は、出席した委員長及びその他の委員の過半数によりこれを決

する。可否同数のときは、委員長が、 これを決する。

第五条委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第六条委員の任期は三年とする。但し、再任及び委員の任期を延長することは妨げ

ない。

第七条委員会に幹事一人を置く。

幹事は、最高裁判所事務総局人事局長を以って、 これに充てる。

幹事は、委員長の命を受けて、庶務を掌る。

第八条委員会に書記五人を置く。

書記は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、 これを命ずる。

書記は、委員長及び幹事の命を受けて、庶務に従事する。

第九条この規則及び司法修習生に関する規則に定めるものの外、委員会に関し、必

要な事項は、委員会がこれを定める。
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司法修習生考試委員会委員名簿

逸郎

道祥

政幸
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平成28年度（第70期）司法修習生考試委員会

参考法規目録

1 裁判所法（抜粋）

2 司法修習生に関する規則

3 司法修習生に関する規則及び司法修習生の修習盗金の貸与等に関する規則の一

部を改正する規則（平成29年最高裁判所規則第4号） （抜粋）

4司法修習生に関する規則及び司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則の一

部を改正する規則（平成29年最高裁判所規則第4号）による改正前の司法修習

生に関する規則（抜粋）



0

○裁判所法（抜粋）

〔昭和22年法律第59号〕

第14条（司法研修所）

裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に

司法研修所を置く。

第55条（司法研修所教官）

最高裁判所に司法研修所教官を置く。

②司法研修所教官は，上司の指揮を受けて，司法研修所における裁判官の研究及び修養並びに司
法修習生の修習の指導をつかさどる。

第56条（司法研修所長）

雌高裁判所に司法研修所長を瞬き，司法研修所教官の中から，最高裁判所が， これを柿する。

②司法研修所長は，般高裁判所長官の監督を受けて，司法研修所の事務を蛾理し，司法研修所の
職員を指揮監督する。

第66条（採用）

司法修習生は，司法試験に合格した者の中から，最商裁判所がこれを命ずる。

②前項の試験に関する事項は，別に法律でこれを定める。

第67条（修習・試験）

司法修習生は，少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは，司法修習生の修習を終え

る。

②司法修習生は,その修習期間中，最高裁判所の定めるところにより，その修習に専念しなけれ
ばならない。

③前項に定めるもののほか,第一項の修習及び試験に関する事項は,最高裁判所がこれを定める。



司法修習生に関する規則

昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号

改正昭和27年9月3日最高裁判所規則第22号

昭和45年12月28日最高裁判所規則第13号

平成11年2月10日最高裁判所規則第1号

平成12年1月7日最商裁判所規則第1号

平成18年2月23日最澗裁判所規則第3号

平成22年4月7日最高裁判所規則第4号

平成29年8月4日最高裁判所規則第4号

司法修習生に関する規則を次のように定める。

司法修習生に関する規則

第一章総則

第一条司法研修所長は、修習の全期間を通じて、修習に関しては、司法修習生を統i膳す
る。

第二条司法修習生は、蛾高裁判所の杵可を受けなければ、公務風となり、又は他の職業
に就き、若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うことができない。

第三条司法修習生は、修習にあたって知った秘密を堀らしてはならない。
第二章修習

第四条司法修習生の修習については、猫い繊見と円満な常織を錐い、法律に関する理論
と実務を身につけ、裁判官、検嬢官又は弁談士にふさわしい品位と能力を伽えるように努
めなければならない。

第五条司法修習生は､修習期間のうち､少なくとも十箇月は実務を修習しなければなら
ない。

前項の実務修習の修習期間のうち、少なくとも、四箇月は裁判所で、二箇月は検察庁で、
二箇月は弁謹士会で修習しなければならない。

第一項の実務修習の時期及び場所は、司法研修所長が、これを定める。
（平一一最裁規一・平一八最裁規三・一部改正)

第六条司法修習生が病気その他の正当な理由によって修習しなかった四十五日以内の期
間は、これを修習した期間とみなす。

（平一一最裁規一・平一八股裁規三・一部改正）

第七条実務修習は、司法研修所長が、地方裁判所、地方検察庁又は弁護士会に委託して、
これを行わしめる。

司法研修所長は、前項の実務修習を商等裁判所又は高等検察庁に委託して行わしめるこ

とができる。

司法研修所長は、第一項の規定により弁護士会に実務修習を委託する場合には、 日本弁

護士連合会にその旨の通知をしなければならない。

（昭二七最裁規二二・一部改正）

リ



第八条最高裁判所は、実務修習の間、司法修習生に対する監督を高等裁判所長官、地方
裁判所長、検事長、検事正又は弁謹士会長に委託する。

第九条実務修習の委託を受けた高等裁判所、地方裁判所、高等検察庁、地方検察庁及び
弁護士会は、常に司法研修所と緊密な連絡を保ち、適当な修習をさせるように留意しなけ
ればならない。

司法研修所は、高等裁判所、地方裁判所、高等検察庁、地方検察庁及び弁護士会の修習
の担当者を召集して、修習に関し協議を行うことができる。

第七条第三項の規定は、前項の規定により協議を行う場合に準用する。
（昭二七最裁規二二・一部改正）

第十条実務修習の委託を受けた高等裁判所の長官、地方裁判所の所長、高等検察庁の検
事長、地方検察庁の検事正及び弁瀧士会の会長は、実務修習を終えた際、修習事項の大要、
成細、行状その他参考となる事項を司法研修所長に報告しなければならない。
第十一条司法研修所は、この規則に定めるものの外、修習に関して必要な事項を定める
ことができる。

商等裁判所、地方裁判所、高等検察庁、地方検察庁及び弁護士会は、この規則に定める
もの又は司法研修所が前項の規定によって定めるものの外、それぞれ各庁又は各会におけ
る修習に関して必要な事項を定めることができる。

高搾裁判所畳官、地方裁判所長、検躯長、検事正及び弁護士会長は、前項の事項を定め
たときは、これを司法研修所長に報告しなければならない。

第三章考試

第十二条裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号。以下「法」 という。 ）第六十七条第
一項の試験を行うため､餓揃裁判所に司法修習生考試委貝会(以下｢委負会」という。 ）
を総慨する。

委典会は、委貝長及び委員若干名でこれを組織し、委員長がその事務を蛾理する。 ‘
委員長は、最高裁判所長官を以てこれに充て、委員は、裁判官、検察官、司法研修所教
官、弁謹士その他適当な者の中から、最高裁判所が、これを委嘱する。
委員会に謹記を置く。

（平二九岐裁規四・一部改正）

第十二条の二最高裁判所は、特に必要力$あると認めるときは、考査委員を委嘱すること
ができる。

考査委員は、考試の実施に関し、委員長が特に命じた事務を行なう。
（昭四五最裁規一三．趣ﾛ） ．

第十三条司法研修所長は、考試の前に、修習の成績を委員会に報告しなければならない。
前項の報告には、第十条により高等裁判所長官、地方裁判所長、検事長、検事正及び弁護
士会長の提出した実務修習に関する報告書を添附しなければならない。

第十四条委員会は、裁判、検察及び弁護士事務の実務その他必要な事項について考試を
行う。

第十五条考試の方法及び期日は、委員会がこれを定める。
第十六条委員会は、司法研修所長が報告した修習成績と考試の結果によって、合格、不
合格を定め、委員長は、これを最高裁判所に報告しなければならない。

ザ



第四章罷免等

（平二九最裁規四・一部改正）

第十七条法第六十八条第一項の最高裁判所の定める事由は、次に掲げる事由とする。
－成績不良又は心身の故障により、修習を継続することが困難であるとき。
二禁鯛以上の刑に処せられたとき。

三後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

四破産手続開始の決定を受けたとき。

五本人から願出があったとき。

六第二号から前号までに掲げるもののほか、第一号に掲げる事由に準ずる事由
法第六十八条第二項の簸商裁判所の定める事由は、品位を辱める行状、修習の態度の著
しい不良その他これらに準ずる蛎由とする。

（平一二最裁規一，平二九股織規四・一部改正）

第十八条修習の停止の期間は、一日以上二十日以下とする。 修習の停止を命じられた
司法修習生は、司法修習生としての身分を保有するが、修習をすることはできない。司法
修習生は、修習の停止を命じられている期間中法第六十七条の二第一項の修羽給付金を受
けることができない。

（平一八飛蛾規三・平二九最栽規四・一部改正）

第十九条司法研修所長は、司法修習生に第十七条第一項各号のいずれか又は同条鋪二項
の事由があると縄めるときは、これを堆満裁判所に報告しなければならない。
高辱裁判所長官、地方裁判所長、検事長、検嚇正及び弁継士会侭は、監摺の委託を受け
た司法修習生に、第十七条鋪一項各号のいずれか又は|司条第二項の事由があると認めると
きは、司法研修所強を経て、これを般商栽判所に報告しなければならない。
（平二九jI&裁規四・一部改正）

第二十条この規則に定めるもののほか、司法修習生の罷免等に関して必要な1噸は、簸
商栽判所が定める。

（平二九雌裁規四・追加）

附則

この規則は、公布の日から、これを施行する。

附則（昭和二七年九月三日簸商裁判所規則第二二号）
この規則は、公布の日から施行する｡

附則 （昭和四五年一二月二八日最高裁判所規則第一三号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則 （平成一一年二月一○日最高裁判所規則第一号）

（施行期日）

1 この規則は、裁判所法の一部を改正する法律（平成十年法律第五十号）の施行の日 （
平成十一年四月一日） から施行する。

（経過措置）

2 この規則の施行前に採用され、この規則の施行後も引き続き修習をする司法修習生の
実務修習の期間及び修習したものとみなされる期間については、なお従前の例による。
附則（平成一二年一月七日最高裁判所規則第1号）抄



（施行期日）

第一条この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
（司法修習生に関する規則の一部改正に伴う経過措置）

第十三条前条の準禁治産者に関する司法修習生に関する規則の規定の適用については、
なお従前の例による。

附則（平成一八年二月二三日溌商裁判所規則第三号）
ユ この規則は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律（平成十四年法律第百
三十八号） 附則第一条第二号に定める日 （平成十八年四月一日） から施行する。
2司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する司法修
習生の修習期間の特例に関する規則（平成十七年最商翻31所規則第十二号）は、廃止する。
3 この規則の施行前に採用され、その施行後も引き銃き修習をする司法修習生の修習に
ついては、この規則による改正後の司法修習生に閲する規則（以下「新規則」という。 ）
第十八条の規定を除き、なお従前の例による。 ・

4 この規則の施行前にした行為に関する新規則第十八条の規定の適用については、なお
従前の例による。

附則（平成二二年四月七日職械判所規則輔四・月･）
1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

2司法拭験法（昭和二十四年法律第百四十号）附則館二項及び司法拭験法及び裁判所法
の一部を改正する法律（平成十四年樹|噸百三十八号）附則節十条の規定により同法鮪二
条の規定による改正後の司法駄験法の規定による司法拭験に合格した者とみなされた者で
あって、この規則の施行前に採用され、この渕測の施行後も引き続き修習をする司法修習
生の修習については、なお従前の例による。

附則（平成二九年八月四日蛾商辨側所淵測第四号）抄
（施行期日）

1 この規則は、平成二十九年十一月一日から施行する。

（経過措腫）

2第一条の規定による改正後の司法修習生に関する規則第四蹴の規定は、この規則の施
行後に採用された司法修習生について適用し、この規則の施行前に採用された司法修習生
の罷免等については、なお従前の例による。



○司法修習生に関する規則及び司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則の一

部を改正する規則（平成29年最高裁判所規則第4号） （抜粋）

附則（平成二九年八月四日最高裁判所規則第四号）

（施行期日）

1この規則は，平成二十九年十一月一日から施行する。

（経過措置）

2第一条の規定による改正後の司法修習生に関する規則第四章の規定は，この規則

の施行後に採用された司法修習生について適用し， この規則の施行前に採用され

た司法修習生の罷免等については，なお従前の例による。
0



○司法修習生に関する規則及び司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則の一部

を改正する規則（平成29年最高裁判所規則第4号）による改正前の司法修習生に

関する規則（抜粋）

十八条最高裁判所は，司法修習生に次に掲げる事由があると認めるときは， こ

れを罷免することができる。

一品位を辱める行状，修習の態度の著しい不良その他の理由により修習を継続

することが不相当であるとき。

二病気，成絞不良その他の理由により修習を継続することが困難であるとき。病気，成繍不良その他の埋I

第十八条

本人から願出があったとき。
一
一
一

0
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